
旭川医科大学病院における貸与 USBメモリを利用して患者情報を持ち出す場合の取扱要項 

（令和 7年 11月 12日病院長裁定） 

(趣旨) 

第 1 条 この要項は、旭川医科大学病院診療端末における外部接続機器利用要項（平成 22

年 10月 20日病院長裁定。以下「外部接続機器利用要項」という。）に定める、USBメモ

リを利用して旭川医科大学病院（以下「本院」という。）が保有する患者情報を持ち出す

場合に関して必要な事項を定めるものとする。 

(申請者の責務) 

第 2条 USBメモリを利用して本院が保有する患者情報を持ち出す者（以下「申請者」とい

う。）は、外部接続機器利用要項第 7 各号に定める他、次に掲げる事項を遵守しなければ

ならない。 

(1) 診療端末から USBメモリへ患者情報を持ち出す前に、予め別紙様式の USBメモリデ

ータ抽出申請書（以下「申請書」という。）に必要な事項を記入の上、第 4条に定める

個人情報確認者へ提出し、承認を受けること。 

(2) 実際に患者情報を USBメモリに抽出する際は、個人情報確認者立ち会いのもと、指

定された診療端末において行うこと。 

(3) 患者情報の USBメモリへの抽出が完了した後は、申請書を経営企画部へ提出するこ

と。 

(個人情報確認統括責任者) 

第 3条 本院に、個人情報確認統括責任者を置き、病院長が指名する者をもって充てる。 

(個人情報確認者) 

第 4条 本院に、個人情報確認者を置き、個人情報確認統括責任者が指名する者をもって充

てる。 

(個人情報確認統括責任者の責務) 

第 5 条 個人情報確認統括責任者は，第 6 条に定める個人情報確認者の責務に関して，最

終責任を負うものとする。 

2 個人情報確認統括責任者は，個人情報確認者が第 6条に定める責務を果たすために必要

な知識、技術等に関する教育・研修を行わなければならない。 

(個人情報確認者の責務) 

第 6条 個人情報確認者は、申請者から提出された申請書に基づき、次の事項について確

認し、データ抽出を承認しなければならない。 

 (1) 抽出対象ファイルの利用目的が適切であること。 

(2) 抽出対象ファイルに、個人情報が含まれていないこと。 

(3) 抽出対象ファイルが、申請書に記載されていること。 

2 個人情報確認者は、申請者が患者情報を USBメモリへ抽出する際は、立ち会わなければ

ならない。 



(経営企画部の責務) 

第 7 条 経営企画部は、当該要項に基づいた運用が適切に行われているかを定期的に点検

しなければならない。 

 

附 則 

この要項は、令和 7年 11月 12日から施行する。 

 

【制定理由】 

貸与 USBメモリを用いた患者情報持出に関する運用手順の見直しに伴い、制定するも

のである。 



別紙様式 

USBメモリデータ抽出申請書 

経営企画部長 殿 

 

診療端末から貸与 USBメモリにデータを抽出することについて、以下のとおり申請いたします。 

 

■申請日  20   年    月    日  

■申請者 氏名（本人自署）                    

     所属部署                            

システム利用 ID            （例：MD1234） 

連絡先             （内線・PHS・スマホ） 

Emailアドレス                           

■倫理申請状況  □倫理委員会承認済み（承認番号：        ） ・  □倫理申請対象外 

■抽出データの利用目的（具体的に） 

 

 

 

 

■抽出データのファイル名（例：“test.csv”） 

※ファイル数が多い場合は、一覧を印刷して裏面に貼り付けてください。 

 

 

 

 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

個人情報確認者記入欄 

■承認日  20   年    月    日  

■承認者 氏名（本人自署）                    

所属部署                            


